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平成２０年３月３１日現在

項 目 記 載 事 項 こ れ ま で の 実 施 状 況

第１ 平成１ １ 食品安全委員会（以下「委員会」という ）は、食品安全基本法（平成１５年法律第４８ 平成１９年度においては、当運営計画に基づき、重点事項を中心にその円滑かつ着実。

９年度にお 号）に定める食品の安全性の確保についての基本理念及び施策の策定に係る基本的な方針 な実施に取組んだ結果、概ね計画どおりの実績を挙げることができたと考えている。し

ける委員会 並びに食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項（平成１６年１月１６日閣議 かし、計画に達しなかった事業やより高いレベルを目指すべき課題もあることから、当

の運営の重 決定。以下「基本的事項」という ）を踏まえ、同法第２３条第１項の所掌事務を円滑かつ フォローアップの結果を踏まえ、平成２０年度事業に取り組むこととする。。

点事項 着実に行う必要がある。

２ 平成１９年度においては、特に、次の事項を重点的に推進していくこととする。

・ ポジティブリスト制度の導入に伴う評価案件の増大に対処し、迅速かつ円滑な食品健康

影響評価（リスク評価）を実施するため、体制強化や審議の進め方の改善を行う。 【重点事項の実施状況】

・ 食品健康影響評価の透明性、円滑化に資する観点から、新たな分野（農薬、動物用医薬

品、飼料添加物等）等について、評価ガイドラインの検討を行う。 ・ ポジティブリスト制度関係 ・・・・ 第３の３〕に記載〔

・ 委員会が主体的かつ計画的に食品健康影響評価を実施できるよう、現在実施中の研究の ・ 評価ガイドライン関係 ・・・・ 第３の１〕に記載〔

中間評価を適切に実施しつつ、食品健康影響評価技術研究を一層推進する。 ・ 食品健康影響評価技術研究関係・・・ 第３の５〕に記載〔

・ 平成１８年１１月に取りまとめた「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善 ・ 地域における指導者育成等関係・・・ 第４の２及び７〕に記載〔

に向けて」を踏まえ、地域における指導者及びリスクコミュニケーターの育成や、食育の ・ 国民等への情報発信関係 ・・・・ 第４の４及び５〕に記載〔

推進にも資する教材の提供等を実施する。 ・ 緊急時対応関係 ・・・・ 第５の１及び２〕に記載〔

・ 国民の関心に配慮しつつ、ホームページやメールマガジン、季刊誌の発行等に加えてマ ・ 海外関係 ・・・・ 第６の２〕に記載〔

スメディアを通じ、正確でわかりやすい情報を迅速かつ適切に提供する。また、食品安全

モニターの活動の活性化等を図るとともに、食の安全ダイヤル及び食品安全モニターから

寄せられた情報について、関係機関への情報提供や国民への積極的な情報発信を行う。

・ 食品の安全性の確保に関する情報の一元的な収集・整理及び分析に努めるとともに、緊

急時を想定した訓練の実施により、緊急時の対処体制を強化する。

・ 欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）など国際機関や外国政府機関等との連携を深めるととも

に、食品健康影響評価結果を英訳して海外に広く発信・情報交換することにより、リスク

評価における国際協調を推進する。

第２ 委員会 １ 会議の開催 ○ ４７回開催

の運営全般 ① 委員会会合の開催 原則として毎週木曜日１４時から開催し、これらすべてを公開で開催した。

原則として、毎週木曜日１４時から、公開で、委員会会合を開催する。なお、緊急・特

段の案件については、臨時会合を開催し、対応する。

② 企画専門調査会の開催

委員会の運営全般について、幅広い観点から定期的に点検し、改善提案を行えるようにす ○ ４回開催

るため、四半期に一回以上開催し、以下の事項について調査審議する。 第２０回会合（６月１２日）

・ 平成１８年度食品安全委員会運営計画（平成１８年３月３０日委員会決定）のフォロー ・ 平成１８年度運営状況報告書（案）について審議し、了承。
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アップ、平成１８年度食品安全委員会運営状況報告書の審議（平成１９年５～６月ごろ） 第２１回会合（９月７日）

・ 委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の候補の検討・選定（同年８～９月ごろ） ・ 自ら評価案件候補の選定についてし、委員会が自ら食品健康影響評価を行う候

・ 平成１９年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告・審議（同年１０～１１月 補として１５案件について審議を行い 「こんにゃく入りゼリーに関する食品健康、

ごろ） 影響評価」等６案件を更に審議を行うものとして決定。

・ 基本的事項のフォローアップ、平成２０年度食品安全委員会運営計画の審議（平成２０ 第２２回会合（１１月２７日）

年１～２月ごろ） ・ 平成１９年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告及び自ら評価案件

候補の選定について審議し、委員会が自ら食品健康影響評価を行う候補として、

「食品（器具・容器包装を含む）中の鉛に関する食品健康影響評価」を選定し、

委員会へ報告することを決定。

第２３回会合（平成２０年２月８日）

・ 基本的事項のフォローアップ（案）及び平成２０年度食品安全委員会運営計画

（案）について審議し、ともに了承。

③ リスクコミュニケーション専門調査会の開催

おおむね１～２ヶ月ごとに開催し、以下の事項について調査審議する。 ○ ６回開催

・ 「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて （平成１８年１１月１ 第３１回会合（５月８日）」

６日委員会決定）において今後検討すべき内容として掲げられている諸課題を踏まえ、 ・ カナダ・ビクトリア大学コンラッド・ブルンク教授を迎え、科学的不確実性と

リスクコミュニケーションの着実な推進と新たな展開に関する調査審議 リスクコミュニケーションについて意見交換。

・ 平成１９年度に実施したリスクコミュニケーションの総括（平成２０年３月ごろ） 第３２回会合（６月１１日）

・ 食品安全委員会が行うリスクコミュニケーションの検証について、検証の対象

となる取組、手法、検証の視点について審議。

・ 平成１８年度食品の安全性に関するリスクコミュニケーションに関する調査報

告を受け、質疑応答。

第３３回会合（８月３日）

・ リスクコミュニケーションの検証、審議の経過に関する透明性の確保と情報提

供のあり方について、ワーキンググループでの検討を踏まえ、審議。

第３４回会合（１０月２４日）

・ 食品安全委員会より当面調査審議を求める事項として示された、Ⅰ.リスクコミ

ュニケーションの検証、Ⅱ.地方自治体との協力、Ⅲ.食育、Ⅳ.審議の経過に関す

る透明性の確保と情報提供のあり方、Ⅴ.諸外国との連携の５項目について、検討

の進め方及びとりまとめのスケジュール等について審議。

第３５回会合（平成２０年１月１８日）

・ リスクコミュニケーションの検証について 「意見交換会の実施に関するガイド、

ライン（案 」に沿って、議論し、内容を検討。）

・ 地方自治体との協力について議論。

第３６回会合（平成２０年２月２７日）

・ オランダワーゲニンヘン大学リン・フルワー教授を迎え、EUにおける消費者の

リスク認知や行政に対する信頼性などについて意見交換。

○ ３月に東京、大阪において、自ら評価の実施案件である「食品中の鉛」について

意見交換会を開催したため、平成１９年度の総括は平成２０年４月２３日の第３７
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回会合で審議。

④ 緊急時対応専門調査会の開催

おおむね３～４ヶ月ごとに開催し、緊急事態への対処体制の強化方策の検討を行うとと ○ ３回開催

もに 「食品安全関係府省食中毒等緊急時対応実施要綱」及び「食品安全委員会食中毒等緊 第２２回会合(７月１１日)、

急時対応実施指針」に基づいた、緊急時対応訓練の設定及び訓練後の検証等を行い、必要 ・ 平成１８年度緊急時対応訓練のまとめを行うとともに、平成１９年度緊急時対

に応じ、これらの見直しを行う。 応訓練（案）について審議し、了承。

第２３回会合(１０月３０日)

・ 緊急事態への対処体制の強化方策の検討並びに緊急時対応訓練の具体的な内容

及び進め方について審議。

第２４回会合（平成２０年３月２４日 。）

・ 平成１９年度緊急時対応訓練の検証及び食品安全委員会食中毒等緊急時対応実

施方針に基づく対応について審議。

⑤ 食品健康影響評価に関する専門調査会の開催

(1) 食品健康影響評価に関する専門調査会の開催

危害要因ごとに食品健康影響評価を行うため、必要に応じ、随時、各専門調査会を開催 計 １５６回を開催

・ 添加物専門調査会 １４回する。

・ 農薬専門調査会 ７４回また、ポジティブリスト制度下における評価案件の増大等に対応するため、関係する専

・ 動物用医薬品専門調査会 ２２回門調査会の下に設置された、部会やワーキンググループ等による調査審議方式を活用し、

・ 器具・容器包装専門調査会 １回引き続き体制を強化するとともに、審議プロセスの効率化等により審議の円滑化を目指

・ 化学物質専門調査会 １回す。

・ 汚染物質専門調査会 １回

・ 化学物質・汚染物質専門調査会 ４回

・ 微生物専門調査会 １回

・ ウイルス専門調査会 １回

・ 微生物・ウイルス専門調査会 ４回

・ プリオン専門調査会 ６回

・ かび毒・自然毒等専門調査会 １回

・ 遺伝子組換え食品等専門調査会 １４回

・ 新開発食品専門調査会 ８回

・ 肥料・飼料等専門調査会 ３回

・ 汚染物質・化学物質専門調査会合同 １回

（注）開催回数には部会等の開催回数も含まれる。

(2)調査審議体制の強化

○ より効率的かつ機動的な調査審議を進める観点から、平成１９年１０月に専門調

査会の構成を見直した。

・ 化学物質専門調査会と汚染物質専門調査会を統合し、新たに化学物質・汚染物

質専門調査会を設置。
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・ 微生物専門調査会とウイルス専門調査会を統合し、新たに微生物・ウイルス専

門調査会を設置。

・ 化学物質・汚染物質専門調査会内に、幹事会、化学物質部会、汚染物質部会及

び清涼飲料水部会を設置し、評価対象やその専門的な分野を考慮した審議プロセ

スに改編。

２ 平成１８年度食品安全委員会運営状況報告書及び平成２０年度食品安全委員会運営計画の

作成 ○ 平成１８年度食品安全委員会運営状況報告書については、６月１２日（第２０回

① 平成１８年度食品安全委員会運営状況報告書の作成（平成１９年５～６月ごろ） 会合）に企画専門調査会で審議し、６月２８日の第１９６回委員会会合において決

平成１８年度食品安全委員会運営状況報告書について、企画専門調査会において審議し 定した。

た上で、委員会において取りまとめる。

② 平成２０年度食品安全委員会運営計画の作成（平成２０年１～３月ごろ） ○ 平成２０年度食品安全委員会運営計画については、平成２０年２月８日（第２３

平成２０年度食品安全委員会運営計画について、企画専門調査会において審議した上 回会合）に企画専門調査会で審議し、３月２７日の第２３１回委員会会合において

で、委員会において取りまとめる。 決定した。

第３ 食品健 １ 食品健康影響評価に関するガイドラインの策定

康影響評価 (1) ガイドラインの策定

の実施 食品健康影響評価の透明性、円滑化に資する観点から、危害要因ごとの食品健康影響評価 ガイドラインの対象分野 進 捗 状 況

遺伝子組換え微生物を利用して製造された食 「遺伝子組換え食品(微生物)の安全性評価基準」のに関するガイドライン（評価指針、評価の考え方等）について、優先順位を定めて策定を進

品 草案を作成中める。具体的には、平成１７年度に着手した「遺伝子組換え微生物を利用して製造された食

農薬、動物用医薬品、飼料添加物 リスク管理機関との調整を行いながら、草案を作成品」及び平成１８年度に着手した「農薬 「動物用医薬品 「飼料添加物」の評価ガイドラ」、 」、

中インを引き続き検討し、平成１９年度中の策定に努める。また、新たに、これまでに評価終

食品添加物 食品安全確保総合調査において、評価ガイドライン了品目の多い食品添加物の評価ガイドラインの検討に着手する。

の作成に必要な調査を実施中なお、食品健康影響評価に関するガイドラインの策定に当たり研究を行う必要があるもの

については、１７年度から開始した食品健康影響評価技術研究を活用する。 ○ 農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の食品健康影響評価に関するガイドラインに

ついては、リスク管理機関と調整を図りながら、作成を進めているところである。

今後、関係府省と連携しながら、着実に作業を進めることとしている。

[参考]

「遺伝子組換え食品（微生物）の安全性評価基準（案 」については平成２０年４）

月２４日の第２３５回委員会会合で審議し、意見・情報の募集に入ることを決定。

(2)食品健康影響評価技術研究の活用

○ 食品健康影響評価に関するガイドラインの策定に当たり必要となる研究を行うた

め、平成１９年度、食品健康影響評価技術研究において、[第３の５の(1)]のとおり

４研究領域９課題を決定した。

２ 委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の定期的な点検・検討及び実施

(1)自ら評価案件の選定と危害情報等の提供

委員会において一元的に収集・整理された危害情報に関する科学的知見又は食の安全ダイ ○ 食の安全ダイヤル等を通じて国民から寄せられた情報、委員会事務局において収

ヤル等を通じて国民から寄せられた危害に対する科学的情報及び当該危害に対するリスク管 集した情報等に基づき 「委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件候補」として１、
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理機関の対応状況等を定期的に整理するとともに、これらについて、適宜、その分野に関す ５案件を抽出し、企画専門調査会第２１回会合及び第２２回会合において審議した

る専門的な知識を有する専門委員の意見等を聴取する。 結果 「食品（器具・容器包装を含む）中の鉛に関する食品健康影響評価」を自ら評、

これらの情報・意見等を企画専門調査会に報告し、同専門調査会の検討結果を踏まえ、委 価候補案件として選定し、委員会に報告することが決定された。

員会は、リスク管理機関からの要請を待つことなく、自ら食品健康影響評価を行う案件を決 ○ 平成２０年１月１７日の食品安全委員会第２２２回会合において、企画専門調査

定する。 会の審議結果を報告し、自らの判断で「食品（器具・容器包装を含む）中の鉛に関

なお、緊急・特段の評価案件については、適宜、委員会において対応する。 する食品健康影響評価」を行うことが委員会としても適切であるとし、意見交換会

また、食品健康影響評価を行うに至らない情報等についても、国民の理解の促進を図る必 を行った上で、実施について決定することとされた。

要があると考えられる場合には、ファクトシートを作成し、わかりやすく解説する。 ○ 「食品（器具・容器包装を含む）中の鉛に関する食品健康影響評価」について平

既に、委員会が自ら食品健康影響評価を行うことを決定した食中毒原因微生物に関して 成２０年３月に東京都と大阪で意見交換会を実施した。

は、１７年度に策定した「食品により媒介される微生物に関する食品健康影響評価指針案」 ○ そのほか「こんにゃく入りゼリー 「体細胞クローン牛 「ヘテロサイクリック」、 」、

に基づき、平成１８年度に絞り込んだ４案件（鶏肉を主とする畜産物中のカンピロバクター アミン 「多肥栽培による葉物野菜中の硝酸塩 「食器などのプラスチック製品に」、 」、

・ジェジュニ／コリ、鶏卵中のサルモネラ・エンテリティディス、牛肉を主とする食肉中の 含まれるビスフェノールＡ 「ポリスチレン容器から溶出するスチレントリマー 、」、 」

腸管出血性大腸菌、カキを主とする二枚貝中のノロウイルス）の中から、優先度を決めた上 「複数添加物の相乗毒性 「食品添加物パラオキシ安息香酸エステル類」及び「有」、

で、微生物専門調査会又はウイルス専門調査会において審議を進める。 機ヒ素化合物（ジメチルアルシン酸 」に係る案件について、Ｑ＆Ａやファクトシー）

同じく、委員会が自ら食品健康影響評価を行う候補案件とされた「我が国が輸入する牛肉 トの策定等を行うことが決定された。

及び牛内臓に係る食品健康影響評価」については、プリオン専門調査会において評価の準備

段階として取りまとめた評価の進め方や必要項目等をもとに、更に検討を進める。 (2)自ら評価選定案件の進捗状況

① 食中毒原因微生物に関する食品健康影響評価

○ 意見交換会の結果等を踏まえ、鶏肉を主とする畜産物中のカンピロバクター・ジ

ェジュニ／コリから調査審議を進めることとし、現在、微生物・ウイルス専門調査

会の下に設置したワーキンググループにおいて調査審議を行っている。

○「食品により媒介される微生物に関する食品健康影響評価指針案」について、付属

文書を作成し、同指針（暫定版）としてとりまとめた。

② 我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価

○ 意見交換会の結果等を踏まえ、自ら評価を実施することを決定し、平成１９年７

月に評価対象国１４か国へ質問書を発出した。

○ 現時点で回答があったのは、９ヶ国（オーストラリア、メキシコ、チリ、パナ

マ、ブラジル、コスタリカ、ハンガリー、ニカラグア、ホンジュラス）である。今

後、プリオン専門調査会において提出された回答を基に評価を行うとともに、回答

がない５ヶ国（ニュージーランド、バヌアツ、中国、ノルウェー、アルゼンチン）

については引き続き回答を、働きかけることとする。

３ リスク管理機関から食品健康影響評価を求められている案件の着実な実施

○ これまでの食品健康影響評価要請案件の審査実績（平成２０年３月３１日現在）

既にリスク管理機関から食品健康影響評価を要請されている案件については、提出された ・ これまでのリスク評価対象案件数

（うち平成19年度にリスク管理機関から評価依頼のあった案件数２４８資料の精査・検討等を行い、科学的かつ中立公正な食品健康影響評価を着実に実施する。 １００５案件

件）特に平成１８年から導入されたいわゆるポジティブリスト制度については、関係する専門

調査会で十分な連携を図りつつ、部会等の枠組みを活用して、暫定基準等に係る食品健康影 ・ これまでに評価が終了した案件数

響評価を迅速かつ円滑に実施する。 ５５２案件（うち平成19年度に評価を終了した案件数 ２０１件）

平成１８年度までに食品健康影響評価を要請された案件については、その要請の内容等に ・ 意見募集中の案件数

かんがみ、評価基準の策定の必要がある場合や、評価に必要な情報が不足している場合等特 ２２案件
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段の事由があるときを除き、１９年度中に食品健康影響評価を終了できるよう努める。

ただし、各専門調査会における検討の結果、追加資料が要求されたもの等については、リ ○ 平成１８年度までに食品健康影響評価を要請された案件については、平成１９年

スク管理機関からの関係資料の提出後に検討する。 度中にその大半について評価を終えたが、一部については、評価資料の収集中であ

なお、清涼飲料水及びポジティブリスト制度導入に係る暫定基準等の評価案件について ったり、各専門調査会における検討の結果、リスク管理機関に追加資料を要請する

は、評価対象となる物質の数が膨大であるため、優先度を考慮した上で、順次、計画的に食 こととなったことから、審議は平成２０年度に持ち越されている。

品健康影響評価を進める。 なお、清涼飲料水の規格基準及びポジティブリスト制度導入に伴ういわゆる暫定

基準値等に係る評価案件については、評価対象となる物質の数が膨大であるため、

優先度を考慮した上で、類似物質のグループ化、国内外の評価書の活用等について

検討を行い、調査審議の効率化及び迅速化に努めることとしている。

○ ポジティブリスト制度に係る評価案件の審査実績（平成２０年３月３１日現在）

・ ポジティブリスト制度の導入に伴う評価案件の大幅な増加に対応するため、専

門調査会の下に設置した部会を支える事務局の体制を平成１９年４月に強化し

た。

・ 平成１９年度においては、厚生労働省から示された「平成１９年度食品健康影

響評価依頼予定物質について」に基づき評価要請を受け 「暫定基準が設定された、

農薬等の食品健康影響評価の実施手順 （第１４９回食品安全委員会決定）に従い」

調査審議を進めている。

・ 平成１８年度から現在までに２２９物質の評価要請を受け、６７物質について

評価結果を通知した。

○ 清涼飲料水の規格基準に係る評価案件の審査実績

・ 化学物質・汚染物質専門調査会又は農薬専門調査会において、国際機関におけ

る評価状況等を考慮し、計画的に調査審議を進めている。

・ 現在までに４８化学物質及び９３農薬について評価要請を受け、９化学物質及

び４農薬について評価結果を通知した。

４ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査

○ 平成１９年２月に 厚生労働省及び農林水産省に対して、６回目の調査を依頼

〔調査内容〕

委員会の行った食品健康影響評価の結果が食品の安全性の確保に関する施策に適切に反映 ・ 平成１８年４月から１８年９月までの間に食品健康影響評価の結果を通知した

されているかを把握するため、厚生労働省、農林水産省及び環境省に対し、平成１９年度中 評価品目（７分野２７品目）及び前回までの調査において具体的な管理措置が講

に２回、食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を調査する。当該調査 じられていなかった評価品目（５分野２３品目）

の結果については、１９年９月ごろ及び２０年３月ごろを目途に取りまとめ、それぞれ委員 〔調査結果〕

会会合において報告する。 ・ 平成１９年４月１９日の第１８７回委員会会合において、その結果を報告し

また、必要に応じて、食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況について、リスク た。

管理機関から報告を受けることにより、適時適切な実施状況の把握に努める。 <結果概要>

・ 前回までの調査において具体的な管理措置が講じられていなかった品目を含め

分野別に以下の品目数について結果を報告した。

添加物：５品目、農薬：３品目、動物用医薬品：１９品目、器具・容
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器 包装：１品目、微生物：１品目、遺伝子組換え食品等：３品目、

新開発食品：１６品目、その他：２品目

○ 平成１９年８月に、厚生労働省及び農林水産省に対して、７回目の調査を依頼

〔調査対象〕

・ 平成１８年１０月から平成１９年３月までの間に食品健康影響評価の結果を通

知した評価品目（８分野７０品目）及び前回までの調査において具体的な管理措

置が講じられていなかった評価品目（５分野２０品目）

〔調査結果〕

・ 平成１９年１０月２５日の第２１２回委員会会合において、その結果を報告し

た。

<結果概要>

・ 前回までの調査において具体的な管理措置が講じられていなかった品目を含め

分野別に以下の品目数について結果を報告した。

添加物：７品目、農薬：９品目、動物用医薬品：４１品目、汚染物質

・化学物質：１０品目、器具・容器包装：２品目、微生物：１品目、

遺伝子組換え食品等：５品目、新開発食品：１１品目、肥料・飼料等

：４品目

○ 平成２０年２月に、厚生労働省及び農林水産省に対して、８回目の調査を依頼

〔調査対象〕

・ 平成１９年４月から９月までの間に通知した食品健康影響評価の結果を通知した

評価品目（５分野８３品目）及びそれまでの調査において具体的な管理措置が講

じられていなかった評価品目（７分野４１品目）

○ リスク管理機関における施策の実施状況の把握

・ 厚生労働省及び農林水産省からＢＳＥ対策に関する調査結果等について、第２

００回及び２３１回委員会会合で報告した。

５ 食品健康影響評価技術研究の推進

(1) 食品健康影響評価技術研究

科学を基本とする食品健康影響評価の推進のため、研究領域を設定し公募を行う「研究領 ○ 平成１９年度新規食品健康影響評価技術研究については、４月５日の食品安全委

域設定型」の競争的研究資金制度により、リスク評価に関するガイドラインの策定等に資す 員会第１８５回会合において、次の４研究領域９課題を研究課題として決定した。

る研究として、食品健康影響評価技術研究を推進する。

また、本研究の一層効率的かつ効果的な実施を図るため、現在実施中の研究について中間 平成１９年度食品健康影響評価技術研究の採択課題一覧

評価を適切に実施するとともに、研究事業の実施に当たっては、研究資金の適正な執行に努 ① 領域名：食品中の化学物質の健康影響評価手法に関する研究領域

課題名：遺伝子多型ラットを用いたペルオキシソーム増殖剤のヒト発がんリスクの評価法の開発める。

課題名：ヒト肝組織を用いたアクリルアミドの変異原性の評価とその関連遺伝子の解析さらに平成１７年１月３１日に設置した「食品の安全性の確保に関する試験研究の推進に

課題名：化学物質による肝肥大誘導機序の解析を基盤とした肝発がんリスク評価系の構築係る関係府省連絡調整会議」を適宜開催し、厚生労働省及び農林水産省との連携・政策調整
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課題名：毒性データの不確実性とヒトへの外挿法に関する研究の強化を図りつつ、食品の安全性の確保に関する研究を更に推進する。

② 領域名：食品に起因する病原微生物等（プリオン、薬剤耐性菌を含む）のリス

ク評価法に関する研究領域

課題名：予測微生物学的解析手法を用いた微生物学的リスク評価システムの開発

課題名：腸管出血性大腸菌の牛肉を介したリスクに及ぼす要因についての解析

課題名：食用動物からヒトに至る薬剤耐性遺伝子の伝播の解明と評価手法の開発

③ 領域名：新開発食品の健康影響評価手法に関する研究領域

課題名：遺伝子組換え食品等のアレルゲン性・腸管免疫影響のインビトロ評価系の開発

④ 領域名：リスクコミュニケーションの推進に関する研究領域

築課題名：効果的リスクコミュニケーションのための学際的人材育成システムの構

○ 平成１７年度及び平成１８年度に採択した食品健康影響評価技術研究の中間評価

については、４月５日の食品安全委員会第１８５回会合において、以下のとおり決

定した。

平成１７年度食品健康影響評価技術研究の中間評価一覧

① 領域名：化学物質の発がんリスクの評価法に関する研究領域

課題名：環境化学物質の発がん性・遺伝毒性に関する検索法の確立と閾値の検討

評価結果：継続

② 領域名：食品の容器包装・器具のリスク評価法に関する研究領域

課題名：器具・容器包装に用いられる合成樹脂のリスク評価法に関する研究

評価結果：継続

③ 領域名：プリオンに起因するリスクの評価法に関する研究領域

課題名：BSEにおける脊柱・筋肉内神経組織のリスク評価と経口摂取βシート蛋白の体内動態

評価結果：研究計画の改善が必要

④ 領域名：微生物・ウイルスの定量的リスク評価及び薬剤耐性菌のリスク評価

に関する研究領域

課題名：多剤耐性サルモネラの食品を介した健康被害のリスク評価に関する研究

評価結果：継続

⑤ 領域名：タンパク質等食品成分のアレルギー発現性の評価法に関する研究領域

課題名：免疫細胞生物学的・構造生物学的手法を用いた食品成分のアレルギー発現性評価法の研究

評価結果：継続

⑥ 領域名：食品に関連するリスクの定量的評価法に関する研究領域

課題名：定量的リスク評価に応用可能な手法の探索、分析及び開発に関する研究
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評価結果：継続

⑦ 領域名：食品安全分野のリスクコミュニケーションの手法等に関する研究領域

課題名：効果的な食品安全のリスクコミュニケーションのあり方に関する研究

評価結果：継続

⑧ 領域名：食品安全分野のリスクコミュニケーションの手法等に関する研究領域

課題名：食品災禍時のリスクコミュニケーションの実態調査(風評被害を含む)及び災禍の性格分類

評価結果：継続

平成１８年度食品健康影響評価技術研究の中間評価一覧

① 領域名：化学物質の定量的毒性評価法に関する研究領域

課題名：メチル水銀とダイオキシンの複合曝露による次世代の高次脳機能のリスク評価手法

評価結果：継続

② 領域名：化学物質の定量的毒性評価法に関する研究領域

課題名：一般集団およびハイリスク集団への食品中有害物質の曝露評価手法の開発

評価結果：研究計画の改善が必要

③ 領域名：食品に起因するｖＣＪＤのリスク評価のための効果的ＢＳＥサーベ

イランス手法の開発に関する研究領域

課題名：BSEのリスク評価とサーベイランスの効果的手法の研究：北海道の場合

評価結果：継続

④ 領域名：食品に起因するｖＣＪＤのリスク評価のための効果的ＢＳＥサーベ

イランス手法の開発に関する研究領域

課題名：vCJDリスク評価のための効果的BSEサーベイランス手法に関する研究

評価結果：継続

⑤ 領域名：食品に起因する病原微生物のリスク評価法に関する研究領域

課題名：非加熱喫食食品から検出されるリステリア・モノサイトゲネスのリスク評価に関する研究

評価結果：継続

⑥ 領域名：食品に起因する病原微生物のリスク評価法に関する研究領域

課題名：生食用カキに起因するノロウイルスリスク評価に関する研究

評価結果：継続

⑦ 領域名：健康食品等の安全性評価法に関する研究領域

課題名：いわゆる新開発食品等の安全性評価法の開発に資する生体反応メカニズム研究

評価結果：継続

⑧ 領域名：リスクコミュニケーションの情報提示方法、言語表現等に関する
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研究領域

課題名：双方向情報交換実験によるIT活用型リスクコミュニケーション手法に関する研究

評価結果：継続

○ 平成２０年度の食品健康影響評価技術研究の研究領域については、１２月２０日

の食品安全委員会第２２０回会合において次の４研究領域が決定された。また、決

定された研究領域について、１２月２６日から平成２０年２月８日までの間、研究

課題の募集を行ったところ、合計４９件の応募があった。

応募された課題については、食品健康影響評価技術研究運営委員会において、書

面による１次審査及びヒアリングによる２次審査を行い、研究課題の候補として８

課題を選定した。

１ 化学物質系研究領域

○ 食品中の化学物質等の健康影響評価手法に関する研究領域

食品中の化学物質等の健康影響評価の効率的・効果的な実施に資するものであっ

て、以下のような研究成果が期待できるものであること。

① 乳幼児における化学物質の発達障害に及ぼす健康影響評価手法の開発

② 鉛などの有害金属の低濃度曝露による健康影響評価手法の開発

③ 食品中の化学物質の曝露による新たな健康影響評価指標及び統計技法を活用し

た定量的評価手法の高度化

２ 生物系研究領域

○ 食品に起因する有害微生物等のリスク評価法に関する研究領域

食品に起因する有害微生物等の健康影響評価の効率的・効果的な実施に資する

ものであって、以下のような研究成果が期待できるものであること。

① 定量的解析手法を考慮しつつ、食品中の有害微生物等の挙動解析・変動要因解

析等による動態予測に基づいた健康影響評価手法の開発

② 有害微生物等の食品を介した感染機序に関する研究に基づいた健康影響評価手

法の開発

③ かび毒及び自然毒の生体作用を考慮した健康影響評価手法の開発

３ 新食品等研究領域

○ 新開発食品等の健康影響評価手法に関する研究領域

遺伝子組換え技術、ナノテクノロジー、物理的特性の付加技術等を用いて製造され

た食品中に含まれる成分の生体への影響又は新開発食品等の医薬品等との相互作

用等を考慮した健康影響評価手法の開発に資するものであること。

４ リスクコミュニケーション研究領域

○ リスクコミュニケーションの推進に関する研究領域

リスクコミュニケーションの検証手法、又はリスク認知に影響を及ぼす要因の解析

手法の開発に資するものであること。
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○ 平成１８年度及び平成１９年度に採択した食品健康影響評価技術研究課題の平成

２０年度への継続の要否を判定する中間評価については、食品健康影響評価技術研

究運営委員会において、書面による１次審査及びヒアリングによる２次審査を行

い、中間評価案をとりまとめた。

(2) 食品の安全性の確保に関する試験研究の推進に係る関係府省連絡調整会議

○ ６月１５日及び平成２０年１月１１日に「食品の安全性の確保に関する試験研究

の推進に係る担当者会議」を開催し、研究の実施状況、平成20年度予算の要求状況

等について情報交換を行った。

第４ リスク １ 意見交換会等の開催

コミュニケ ○ 「食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課題」を踏まえ、関係府

ーションの 食の安全に関するリスクコミュニケーションについては、平成１８年１１月に「食の安全 省と連携して全国各地で２２回、食品安全委員会単独で２回の意見交換会を開催し

促進 に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて」を取りまとめたところであり、これら た。

を踏まえ、１９年度においても、関係府省が連携して全国各地で意見交換会を３０回程度開 また、地方公共団体との共催による意見交換会については、地方公共団体からの

催する。 要望を踏まえて実施したが、日程等の事情から５回の開催に留まった。地域でのリ

委員会が行う意見交換会においては、食品健康影響評価のうち、特に国民の関心が高い案 スクコミュニケーションの推進のため、講師の派遣も含め、今後とも地方公共団体

件について開催するとともに、リスク分析の考え方や食品安全行政の考え方について、食品 と連携しつつ意見交換会を開催していくこととしている。

添加物や農薬を題材に東京、大阪以外の都市でも開催し、また、地域の指導者育成講座を活 ○ なお、委員会が行う意見交換会は、リスク分析の考え方、食育、我が国に輸入さ

用して内容、対象を絞って開催する。 れる牛肉等や食中毒原因微生物に係るリスク評価をテーマにして行ったもののほ

このほか、都道府県等の地方公共団体からの要望を踏まえ、地域バランスを考慮しつつ、 か、米国における農薬の安全性評価や、放射線照射食品を巡る国際的な状況等につ

地方公共団体との共催による意見交換会を１０回程度実施する。 いて海外から専門家を招聘して行った。

○ さらに、消費者団体等の関係団体との懇談会等を実施した。

・４月23日＜福岡県＞「我が国に輸入される牛肉等に係る食品健康影響評価の実施について」

・４月24日＜大阪府＞「 〃 」

・４月25日＜北海道＞「 〃 」

・４月27日＜東京都＞「 〃 」

・５月11日＜東京都＞「科学的不確実性とリスクコミュニケーション(BSE問題を例として)」

・５月15日＜東京都＞「米国における農薬の安全性評価の取組について」

・６月10日＜福井県＞「食の安全を理解する上での食育の役割」

・６月21日＜東京都＞「米国産牛肉輸出認定施設の現地査察結果についての説明会」

(リスク管理機関主催)

・６月22日＜大阪府＞「米国産牛肉輸出認定施設の現地査察結果についての説明会」

(リスク管理機関主催)

・６月22日＜東京都＞「食中毒原因微生物のリスク評価案件の選定に関する意見交換会」

」・６月25日＜大阪府＞「 〃

・９月３日＜東京都＞「放射線照射食品をめぐる国際的な状況」

・９月13日＜山口県＞「食品安全のためのリスク分析の考え方(農薬を例として)」

(山口県と共催)

・10月５日＜富山県＞「食品安全フォーラムinとやま （富山県と共催）」

・10月17日＜東京都＞「豪州における農薬の安全性確保に関する取組について」
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・10月24日＜山形県＞「食の安全フォーラムin置賜 （山形県と共催）」

・11月２日＜東京都＞「ＥＵにおける遺伝子組換え作物のリスク評価について」

・11月19日＜岐阜県＞「食品の安全・安心シンポジウム （岐阜県と共催）」

・11月19日＜愛知県＞「我が国における牛海綿状脳症(BSE)の国内対策を考える」

・11月20日＜福岡県＞「 〃 」

・11月26日＜大阪府＞「 〃 」

・11月27日＜岡山県＞「 〃 」

・11月28日＜宮城県＞「 〃 」

・11月30日＜東京都＞「 〃 」

・12月３日＜栃木県＞「第4回とちぎ食品安全フォーラム （栃木県と共催）」

・１月26日＜群馬県＞「 」泉大臣と語る食品安全－国民の目線に立った食品安全行政を目指して－

(食品安全委員会単独)

・２月29日＜大阪府＞「新しいコミュニケーションのフレームワーク作りを考える」

（食品安全委員会単独）

・３月19日＜東京都＞「食品中の鉛について考える」

・３月26日＜大阪府＞「食品中の鉛について考える」

２ リスクコミュニケーション推進事業の実施

(1) 食品の安全性に関する地域の指導者育成講座

食品安全委員会が行うリスク評価その他の食品の安全性の確保のための様々な取組につい

て、より一層国民の理解を得るため、引き続き、リスクコミュニケーションの推進に努め ○ 鳥取県、石川県、山口県、香川県、滋賀県、愛知県、岡山県、福岡県、神奈川

る。 県、和歌山県、兵庫県の１１カ所において開催した。

リスクコミュニケーションへの参加者の裾野を広げ、また、食育の推進にも資する観点か

ら、１８年度に引き続き「地域の指導者育成講座」を実施するとともに、新たに、消費者、 (2) 食品の安全性に関するリスクコミュニケーター育成講座

事業者などさまざまな食品関係者の立場や主張を理解し、リスクコミュニケーションにおい ○ 岡山市、広島市、徳島県、大阪府、秋田県、栃木県、福岡市、岡崎市、三重県、

て意見や論点を明確化し、地域において相互の意思疎通を円滑化する役割を担う「リスクコ 大分県、北海道の１１カ所において開催した。

ミュニケーター」を育成するための講座を実施する。また、食品安全に関する普及啓発活動

や食育に資する教材を製作し、その活用の促進にも努める。 (3) その他の食品安全に関する普及啓発

○ 指導者育成講座等の受講者が、地域におけるリスクコミュニケーションを推進

し、情報や理解の裾野を広げる活動ができるよう、必要な情報を提供した。

○ 指導者育成講座等の受講者がリスクコミュニケーション活動に利用できるよう、

リスク分析に関する内容のＤＶＤを作成した。

３ 全国食品安全連絡会議の開催

○ １１月２１日に全国食品安全連絡会議を開催し、委員会の運営状況の情報提供を

委員会と地方公共団体との緊密な連携や情報の共有化を図るため、地方自治体（都道府 行った。また、先駆的な取組を行う地方公共団体より、推進体制、人材育成、意見

県、保健所設置市（政令指定都市、中核市を含む ）及び特別区）との連絡会議を開催する。 交換会の実施状況等について報告を受けるとともに、リスクコミュニケーションに。

この連絡会議においては、主としてこれまでの委員会の運営状況について説明を行いなが ついて地方公共団体と連携して取り組むべき課題について意見交換を実施した。

ら理解と協力を求めるとともに、今後の食品安全行政の参考に資するため、地方公共団体に

おける先駆的な取組等について報告を受け、幅広い観点から意見交換を行う。
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４ 食品安全モニターの活動

○ 平成１９年度食品安全モニターについては、任期を２年に延長した上で、４月２

食品安全モニター４７０名に対し、委員会が行った食品健康影響評価の結果に基づき講じ 日に新規モニターとして２３５名（応募総数８０９名）及び１８年度からの継続モ

られる施策の実施状況や食品の安全性等に関して、日常の生活を通じて気付いた点等につい ニターとして２３５名の計４７０名を依頼した。

ての報告を求めるとともに、地域への情報提供等について協力を依頼する。この中で、食品 [参考]

安全モニターの任期を２年に延長（１年毎に半数改選）する等により、食品安全モニターの 食品安全モニターの男女比

情報発信能力の向上を図るとともに、食品安全モニター活動の活性化を図る。 ・ 男性：１５７名（33.4 %）

また、食品安全モニターとの情報・意見の交換を図るため、平成１９年５月ごろを目途 ・ 女性：３１３名（66.6 %）

に、北海道地域、東北地域、関東地域、東海地域、北陸・近畿地域、中国・四国地域、九州

・沖縄地域等の地域別に、食品安全モニター会議を開催する。 ○ モニターの方々に委員会の取組等について知識と理解を深めていただくととも

に、継続モニターからの地域における活動報告や意見交換を行うため、５月２１日

から６月２７日までに、全国７都市で１０回（東京３回、大阪２回、札幌、仙台、

名古屋、岡山及び福岡各１回）の食品安全モニター会議を開催した。

○ 食品安全モニターの活動実績は、次のとおりである。

・ 食品安全行政等に関する意見等について５２４件の随時報告があり、関係行政

機関にも回付するとともに、毎月、委員会会合において概要を報告した。

[参考]

平成１９年度に意見等が多かった案件

・ 食品表示関係 ：１４３件

・ 食品衛生管理関係：１１９件 等

・ 「食品の安全性に関する意識等について」の課題報告を受け、１２月２０日の

第２２０回委員会会合で報告し、委員会での取組のための参考とするとともに、

「食品に関するリスクコミュニケーションへの参加等」の課題報告を実施した。

[課題報告(食品の安全性に関する意識等について)の概要]

以下の４つの項目についてアンケート形式で調査を実施した。

・ 食品の安全性に係る危害要因等について

・ 食品の安全性に関する情報について

・ 食品安全委員会のホームページ等について

・ トランス脂肪酸のファクトシートについて

それぞれの結果の傾向を把握するとともに、過去の調査結果との比較も行った。

５ 情報の提供・相談等の実施

(1) ホームページ等による情報提供

国民に対し、正確でわかりやすい情報を迅速かつ適切に提供するため、国民の関心や提供し ○ 委員会のホームページにおいて、以下の情報を掲載するなど、分かりやすい情報

た情報の理解・普及の状況を把握しつつ、ホームページの充実やメールマガジンの配信、季刊 発信に努めた。

・ 「ＢＳＥ及びｖＣＪＤ 「食中毒 「トランス脂肪酸 「鳥インフルエンザ」誌、パンフレット、リーフレット、食品の安全性に関する用語集の発行等を通じ、より積極的 」、 」、 」、

・ ファクトシート（ トランス脂肪酸 「加工食品中のアクリルアミド ）な情報提供を図るとともに、食の安全ダイヤルを通じた一般消費者からの相談や問合せについ 「 」、 」

・ マスメディアに大きく取り上げられていた「こんにゃく入りゼリー」や「中国産食品」ての対応を引き続き行う。

特に、一般国民に対する報道の重要性を踏まえ、必要に応じて委員等による記者会見を開く
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ほか、これまでの報道担当記者等との懇談会に加え、幅広いマスメディア関係者との間で意見 ○ 電子メールを用いた配信サービス（いわゆるメールマガジン）においては、食品

交換を行うことなどにより、適時適切な情報の提供に努める。また、プレスリリースのメール 安全委員会等の結果概要や食品安全委員会ホームページ新着情報等を、原則毎週金

配信等によりマスメディア関係者とのネットワーク構築を図る。 曜日に、約５，８００名の会員に対し配信した。

なお、食の安全ダイヤルに寄せられた情報及び食品安全モニターから寄せられた情報につい

て、わかりやすくホームページで公開することにより積極的な活用を図るとともに、関係機関 (2) 季刊誌「食品安全」等による情報提供

に対してこれらの情報を提供し共有する。 ○ 季刊誌「食品安全」を７月、１０月、１２月、平成２０年３月に発行し 「米国・、

カナダ以外からの輸入牛肉等の食品健康影響評価」等について掲載した。

○ 委員会のパンフレットを更新した。

(3) 広報等の活用

○ マスメディア関係者との間で懇談会を開催するなど、定期的に意見交換を行った

り、当委員会開催案内などのプレスリリースについて、電子メールによる配信も行

った。

○ 厚生労働省から評価依頼のあった、農薬メタミドホスの評価結果内容について、

平成２０年２月２７日に農薬専門調査会座長から報道担当記者等に対し、ブリーフ

ィングを行った。

○ 政府広報を活用して、テレビ番組出演による食品安全委員会の役割の紹介、ラジ

オ番組による食の安全ダイヤルの広報及び新聞記事下広告とラジオ番組による平成

２０年度食品安全モニター募集の広報を実施した。

(4) 食の安全ダイヤル

○ 一般消費者等から９７１件の相談や問合せを受け付け、多く寄せられる質問等に

ついては、毎月、Ｑ＆Ａを作成し、ホームページに掲載した。

[参考] 相談等の主な内訳

・ 当委員会関係 ：１４１件

・ 食品の安全性関係：１３０件

・ 食品一般関係 ：６５２件 等

６ リスクコミュニケーションに係る事務の調整

○ 関係府省リスクコミュニケーション担当者会議を２４回開催し、委員会及びリス

委員会及びリスク管理機関のリスクコミュニケーションに関する計画について、その整合 ク管理機関が開催する意見交換会の開催の時期、テーマ、具体的内容、方向性等リ

性等を保つ観点から、毎月２回程度、関係府省の担当者によるリスクコミュニケーション担 スクコミュニケーションに関する計画について必要な調整を行った。

当者会議を開催し、必要な調整を行う。

７ 食育の推進への貢献

○ ホームページ、パンフレット、リーフレット、季刊誌等を通じ、食品の安全性に

平成１７年７月に施行された食育基本法に基づき、食育の推進に貢献するため、リスク評 関する情報提供を行うとともに、意見交換会を２９回開催した。

価の手法や内容等に関する情報の提供及び意見交換の促進を通じて、食品の安全性に関する ○ ６月９・１０日に福井県で開催された第２回食育推進全国大会において、以下の

国民の知識と理解の増進を図る。 取組を行った。

・ ブース出展し、リスク分析の手法や委員会の役割についてのパネル展示やパン

フレット類を配布した。
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・ 「食の安全を理解する上での食育の役割」をテーマとした意見交換会などを実

施した。

○ ８月２２・２３日に、夏休みを利用し、食の安全について理解を深めてもらうた

め、小学生等を対象とした「ジュニア食品安全委員会」を開催し、意見交換やクイ

ズ大会を行った。

○ 子供を対象に、リスク分析の考え方を分かりやすく説明した食育に資する冊子を

作成した

○ 平成１８年１１月１６日の第１６８回委員会会合において決定した「食の安全に

関するリスクコミュニケーションの改善に向けて」において 「食育」は今後検討す、

べき内容として掲げられていることから、リスクコミュニケーション専門調査会に

おいて更に検討した。

第５ 緊急の １ 緊急時対応訓練の実施

事態への対 ○ ８月９日の第２０２回委員会会合において、平成１９年度食品安全委員会緊急時

処 緊急時を想定した緊急時対応訓練を行い、緊急時対応体制の実効性を確認するとともに、 対応訓練計画を決定した。

〔計画の内容〕各担当者の意識の高揚と実践的対応能力の向上等を図る。

今年度は、食品安全委員会内の認識の共有、緊急時対応マニュアルの実効性の向上、効

果的な広報技術の向上を重点課題とし、２回の訓練を実施する。

○ １２月３日に、第１回目として、リスク管理機関との合同訓練（机上シミュレー

ション ）を実施した。※１

○ 平成２０年３月１１日に、効果的な広報技術の習得を目的とし、野村委員を講師

に「情報提供に関するレクチャー（マスコミについて 」を開催した 。） ※２

※１ 机上シミュレーション：実際に体を動かすものではなく、机上で、設定に沿ってイメ

ージをふくらませ、対応等の議論を行う訓練。

※２ 第２回緊急時対応訓練については、食品による薬物中毒事案の発生を受け実働訓練は

中止した。

２ 緊急事態への対処体制の整備

○ 緊急時対応専門調査会において、平成１９年度緊急時対応訓練及び食品による薬

緊急時対応専門調査会において、緊急時対応訓練の結果の検証及び実際の緊急時対応の検 物中毒事案を中心とした食品安全委員会食中毒等緊急時対応実施指針に基づく対応

証を行い、必要に応じ「食品安全関係府省食中毒等緊急時対応実施要綱」及び「食品安全委 について検証を行った結果は、以下のとおりであった。

員会食中毒等緊急時対応実施指針」等（以下「要綱等」という ）における緊急時対応の問題 ① 緊急対策本部の設置などを対象としたリスク管理機関との合同訓練や広報技術。

点や改善点等について検討・見直しを行うとともに、緊急時対応体制の強化・整備を行う。 の向上を目的とした継続的な訓練を実施し、緊急時対応体制の強化を図る必要性

この他、緊急時対応専門調査会において、緊急時対応に備えた事前準備のあり方並びに情 が指摘された。

報の収集、分析及び提供のあり方等に関する強化方策について検討し、必要に応じ要綱等の ② 緊急時における事務局内及び専門委員等との情報共有体制の整備、情報提供に

見直し及び緊急時対応体制の強化・整備を行う。 おける関係機関との連携体制の強化、問合せに対する体制整備等の必要性が指摘

された。

これらの指摘を受け、必要に応じ要綱等の再点検を行っていくこととした。

○ また、平成１８年度の緊急時対応訓練の結果についての検証を踏まえ、事務局内

における事務作業手順書として 「食品安全委員会事務局内緊急時対応事務処理要、

領 「食品安全委員会緊急時対応訓練実施手順書」を作成した。」、
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第６ 食品の １ 最新かつ正確な食品安全情報の迅速な収集と提供

安全性の確 ○ 収集した食品安全に関する海外情報、委員会が行った調査の結果や会議資料等に

保に関する 委員会が、国内外の食品の安全性の確保に関する情報を一元的に収集、整理及び活用し、 ついて、詳細な条件検索ができるように整理し、システムにより、個人情報や知的

情 報 の 収 リスク管理機関等との情報の共有・連携体制を確立するため、平成１６年度から１８年度ま 財産権の保護に配慮しつつ広く国民に提供した。

集、整理及 での３年計画により 「食品安全総合情報システム （以下「システム」という ）を整備し ○ 収集した情報を整理・分析して、自ら評価案件の検討に活用するとともに、国民、 」 。

び活用 た。システムに登録されている情報のうち、一般に公開できるものについては、委員会のホ にわかりやすく正確な情報提供を行うため、ファクトシート等を作成し提供した。

ームページにリンクしたシステムの検索機能を通じ広く国民に提供する。

平成１９年度においては、システムへの食品の安全性の確保に関する最新情報の追加登

録、更新、保守管理等を実施し、最新かつ正確な食品安全情報について関係省庁との情報の

共有化を推進するとともに、自ら評価やファクトシート作成の効率的な実施等のため、情報

の整理・分析を行う。

２ 国際会議等への参加

(1) 国際会議等への派遣

コーデックス委員会（Ｃｏｄｅｘ）各部会、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）タスク・フォ ○ 平成１９年度においては、コーデックス委員会各部会、ＯＥＣＤタスク・フォー

ース会合、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）総会その他の食品の安全性に関する国際会議等に委員 ス、その他の食品の安全性に関する国際会議等に委員等を派遣し（２６回 、必要に）

等を派遣する。これらの国際会議等に関する情報については、必要に応じ、委員会に報告す 応じ、委員会に報告するなど、情報の共有を図った。

るなど、情報の共有及び発信に努める。

また、海外の研究者及び専門家を招へいし、食品の安全性の確保に関する施策の策定に必 (2) 海外研究者の招聘

要な科学的知見の充実を図る。 ○ 海外の研究者等を招聘し、食品安全に係る意見交換会等を実施した（６回 。）

・５月７日～11日 カナダ・ビクトリア大学 コンラッド・ブルンク教授さらに、ＥＦＳＡなどの国際機関や外国政府機関等との連携を深めるとともに、食品健康

・５月14日～16日 アメリカ環境保護庁(ＥＰＡ)農薬業務部登録課 ロイス・ロッシ課長影響評価結果の英訳や英語版ホームページの充実により広く国際機関や外国機関等に発信・

・９月２日～６日 世界保健機構(ＷＨＯ)食品安全・人獣共通感染症及び食品由来疾患局Ｇ情報交換することでリスク評価における国際協調を推進する。

ＥＭＳ食品プログラム課長 ジェラルド・Ｇ・モイ博士

・10月15日～19日 オーストラリア農薬・動物用薬品局ＣＥＯ(最高責任者) エヴァ・ベネ

ットジェンキンス博士

・10月29日～11月２日 欧州食品安全機関(EFSA)のＧＭＯパネル座長 ハリー・クーパー博士

・２月25日～29日 オランダワーゲニンヘン大学 リン・フルワー教授

(3) 海外への情報発信

○ 委員会の英語版ホームページにおいては 「リスク評価の審議状況」や「食の安全、

に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて」等を掲載した。

第７ 食品の リスク評価等の事務を行うために必要な食品に係る様々な危害要因に関するデータの収集 ○ 平成１９年度においては 「調査、広報及び研究開発に関する入札に係る総合評価、

安全性の確保 ・整理・解析等を行う調査として、状況に応じ機動的に課題を選定しつつ食品安全確保総合 落札方式の実施について （平成１９年３月３０日付け府会第２９０号内閣府大臣官」

に関する調査 調査を実施する。平成１９年度に実施する課題については、６月ごろまでに選定する。 房会計課長通知）により、調査実施機関の選定方式の変更が必要となった。

なお、年度の途中において緊急に調査を実施する必要が生じた場合には、随時、調査課題 このため、７月に「食品安全委員会食品安全確保総合調査実施要領」を新たに策

を選定することとしている。 定した後に、１５課題を調査課題として選定し、調査実施機関と請負契約を行い、

また、選定した調査課題については、実施計画を委員会のホームページ等に公開し、その 調査を実施した。また、調査課題の選定及び総合評価方式の技術提案の審査は、食

内容を随時更新するとともに、その調査結果については、個人情報や企業の知的財産等の情 品安全確保総合調査選定会議において行った。

報が含まれている等公開することが適当でないと判断される場合を除き、システムにより公
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開する。 ① 食品に含まれるフランに関する安全性評価に資する情報収集調査

② 食品に含まれるクロロプロパノール類に関する安全性評価に資する情報収

集調査

③ 食品安全に関する緊急時対応訓練の効果的な実施に関する調査

④ 食品添加物リスク評価ガイドラインを構築するための基礎的調査

⑤ 畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査

⑥ 「平成１９年度評価依頼計画物質」に掲載された農薬、動物用医薬品及び

飼料添加物に関する文献調査

⑦ 食品健康影響評価等の啓発に関する調査〈食品添加物篇〉

⑧ 食中毒原因微生物の食品健康影響評価に関する調査

⑨ リスクコミュニケーションの評価手法等に関する調査

⑩ マスメディア報道の分析に基づく情報発信の手法に関する調査

⑪ 地域におけるリスクコミュニケーションに関する調査

⑫ 無機鉛の食品健康影響評価に関する調査

⑬ 鶏肉を主とする畜産物中のカンピロバクター・ジェジュニ／コリの食品健

康影響評価に関する調査

⑭ 食品安全総合情報システムの機能強化及び利便性向上に必要な条件に関す

る調査

⑮ 我が国に輸入される牛肉等に係る食品健康影響評価に関する調査

○ 選定した調査課題については、調査概要、調査実施機関、契約金額等を食品安全

委員会ホームページ等で公開した。




